
○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
事
業
者
に
よ
る
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
及
び
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
原
料
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
利
用
に
関
す

る
電
気
事
業
者
の
判
断
の
基
準
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

萩
生
田
光
一

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
を

加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

２
非

化
石

エ
ネ

ル
ギ

源
の

利
用

の
目

標
２

非
化

石
エ

ネ
ル

ギ
源

の
利

用
の

目
標

．
ー

．
ー

～

［

］

～

［

］

①
③

略
①

③
略



④
非

化
石

電
源

比
率

目
標

の
達

成
の

確
度

を
高

め
る

④
非

化
石

電
源

比
率

目
標

の
達

成
の

確
度

を
高

め
る

た
め

国
は

毎
年

度
電

気
事

業
者

①
に

お
い

た
め

国
は

毎
年

度
電

気
事

業
者

①
に

お
い

、
、

、
、

、
、

（

（

て
規

定
す

る
非

化
石

電
源

比
率

目
標

の
達

成
が

合
理

て
規

定
す

る
非

化
石

電
源

比
率

目
標

の
達

成
が

合
理

。
。

的
に

不
可

能
と

認
め

ら
れ

る
電

気
事

業
者

を
除

く
的

に
不

可
能

と
認

め
ら

れ
る

電
気

事
業

者
を

除
く

以
下

こ
の

④
に

お
い

て
同

じ
ご

と
に

到
達

す
べ

以
下

こ
の

④
に

お
い

て
同

じ
ご

と
に

到
達

す
べ

。
。

）

）

き
非

化
石

電
源

比
率

以
下

中
間

目
標

値
と

い
き

非
化

石
電

源
比

率
以

下
中

間
目

標
値

と
い

（

「

」

（

「

」

う
を

次
の

算
式

に
よ

り
定

め
こ

れ
を

各
電

気
う

を
次

の
算

式
に

よ
り

定
め

こ
れ

を
各

電
気

。
、

。
、

）

）

事
業

者
に

通
知

し
電

気
事

業
者

複
数

の
電

気
事

事
業

者
に

通
知

し
電

気
事

業
者

複
数

の
電

気
事

、
、

（

（

業
者

で
取

組
を

行
っ

て
い

る
場

合
に

あ
っ

て
は

当
業

者
で

取
組

を
行

っ
て

い
る

場
合

に
あ

っ
て

は
当

、
、

該
複

数
の

電
気

事
業

者
ご

と
に

中
間

目
標

値
の

該
複

数
の

電
気

事
業

者
ご

と
に

中
間

目
標

値
の

）

）

、
、

達
成

状
況

及
び

中
間

目
標

値
へ

の
取

組
状

況
に

つ
い

達
成

状
況

及
び

中
間

目
標

値
へ

の
取

組
状

況
に

つ
い

て
の

評
価

以
下

中
間

評
価

と
い

う
を

行
て

の
評

価
以

下
中

間
評

価
と

い
う

を
行

（

「

」

）

（

「

」

）

。
。

。
。

う
も

の
と

す
る

う
も

の
と

す
る



算
式

算
式

中
間

目
標

値
Ａ

－
Ｂ

＋
Ｃ

－
Ｄ

中
間

目
標

値
Ａ

－
Ｂ

＋
Ｃ

－
Ｄ

＝

＝

算
式

の
符

号
算

式
の

符
号

Ａ
電

気
事

業
者

及
び

発
電

事
業

者
電

気
事

Ａ
電

気
事

業
者

及
び

発
電

事
業

者
電

気
事

（

（

業
法

第
２

条
第

１
項

第
号

に
規

定
す

る
発

業
法

第
２

条
第

１
項

第
号

に
規

定
す

る
発

1
5

1
5

電
事

業
者

を
い

う
が

届
け

出
た

直
近

の
電

事
業

者
を

い
う

が
届

け
出

た
直

近
の

。
。

）

）

供
給

計
画

の
う

ち
電

気
事

業
法

施
行

規
則

供
給

計
画

の
う

ち
電

気
事

業
法

施
行

規
則

、
、

平
成

７
年

通
商

産
業

省
令

第
号

様
式

平
成

７
年

通
商

産
業

省
令

第
号

様
式

（

7
7

）

（

7
7

）

第
第

２
表

に
よ

る
供

給
電

力
量

を
用

い
て

第
第

２
表

に
よ

る
供

給
電

力
量

を
用

い
て

3
2

3
2

算
出

し
た

全
て

の
非

化
石

電
源

に
よ

る
供

給
算

出
し

た
全

て
の

非
化

石
電

源
に

よ
る

供
給

電
力

量
の

合
計

値
か

ら
前

年
度

に
お

い
て

電
力

量
の

合
計

値
を

同
表

に
よ

り
算

出
し

、
、

電
気

事
業

者
に

よ
る

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

た
全

て
の

一
般

送
配

電
事

業
者

の
需

要
電

力
ー



。

電
気

の
調

達
に

関
す

る
特

別
措

置
法

平
成

量
の

合
計

値
で

除
し

た
値

（

年
法

律
第

号
第

２
条

第
５

項
に

規
2
3

1
0
8

）

定
す

る
認

定
発

電
設

備
を

用
い

て
発

電
さ

れ

及
び

供
給

さ
れ

た
電

力
量

の
合

計
値

又
は

、

そ
れ

に
準

ず
る

推
計

電
力

量
を

控
除

し
た

値

を
同

表
に

よ
り

算
出

し
た

全
て

の
一

般
送

、

配
電

事
業

者
の

需
要

電
力

量
の

合
計

値
で

除

。

し
た

値

、
、

Ｂ
各

電
気

事
業

者
の

非
化

石
電

源
比

率
に

Ｂ
各

電
気

事
業

者
の

非
化

石
電

源
比

率
に

当
該

電
気

事
業

者
の

販
売

電
力

量
を

乗
じ

て
当

該
電

気
事

業
者

の
販

売
電

力
量

を
乗

じ
て

得
た

も
の

の
合

計
値

を
全

て
の

電
気

事
業

得
た

も
の

の
合

計
値

を
全

て
の

電
気

事
業

、
、

者
の

販
売

電
力

量
の

合
計

値
で

除
し

た
値

か
者

の
販

売
電

力
量

の
合

計
値

で
除

し
た

値
か

ら
当

該
電

気
事

業
者

の
平

成
年

度
に

お
ら

当
該

電
気

事
業

者
の

平
成

年
度

に
お

、
、

3
0

3
0



け
る

非
化

石
電

源
比

率
の

実
績

値
エ

ネ
ル

け
る

非
化

石
電

源
比

率
の

実
績

値
を

引
い

た

（

ギ
供

給
事

業
者

に
よ

る
非

化
石

エ
ネ

ル
ギ

値
当

該
値

が
零

を
下

回
る

場
合

に
あ

っ
て

ー

（

。

ー

ー

）

源
の

利
用

及
び

化
石

エ
ネ

ル
ギ

原
料

の
は

零
と

す
る

有
効

な
利

用
の

促
進

に
関

す
る

法
律

施
行

令

平
成

年
政

令
第

号
第

７
条

第
１

（

2
1

2
2
2

）

項
に

規
定

す
る

要
件

に
平

成
年

度
以

降
に

3
1

該
当

す
る

こ
と

と
な

っ
た

事
業

者
に

お
い

て

は
当

該
要

件
に

該
当

す
る

こ
と

と
な

っ
た

、

年
度

に
お

け
る

非
化

石
電

源
比

率
の

実
績

値

を
引

い
た

値
当

該
値

が
零

を
下

回
る

場

）

（

。

合
に

あ
っ

て
は

零
と

す
る

）

［

］

［

］

Ｃ
略

Ｃ
略

Ｄ
各

電
気

事
業

者
の

平
成

年
度

に
お

け
る

Ｄ
各

電
気

事
業

者
の

平
成

年
度

に
お

け
る

3
0

3
0



規
則

第
３

条
第

２
号

に
規

定
す

る
非

化
石

電
規

則
第

３
条

第
２

号
に

規
定

す
る

非
化

石
電

源
に

係
る

電
気

に
相

当
す

る
も

の
非

化
石

源
に

係
る

電
気

に
相

当
す

る
も

の
非

化
石

（

（

証
書

に
係

る
も

の
を

除
く

の
合

計
値

を
証

書
に

係
る

も
の

を
除

く
の

合
計

値
を

。
。

）

）

全
て

の
電

気
事

業
者

の
販

売
電

力
量

の
合

全
て

の
電

気
事

業
者

の
販

売
電

力
量

の
合

、
、

。
、

。

計
値

で
除

し
た

値
た

だ
し

令
和

３
年

度
計

値
で

除
し

た
値

以
降

に
お

い
て

は
各

電
気

事
業

者
が

市

、
、

場
又

は
相

対
取

引
に

お
い

て
調

達
す

る
こ

と

が
必

要
で

あ
る

非
化

石
証

書
の

購
入

量
に

応

じ
た

値
と

し
て

総
合

資
源

エ
ネ

ル
ギ

－
調

査

。

会
に

よ
り

定
め

る
値

［

］

［

］

⑤
略

⑤
略



備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


